
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆職場におけるハラスメントの種類と防止措置 

毎年 12月は、厚生労働省が定める「職場のハラス

メント撲滅月間」です。 

職場におけるハラスメントは、働く人の能力を十

分に発揮することの妨げになるだけでなく、個人の

尊厳や人権を不当に傷つける許されない行為です。 

ハラスメントには、職場での優位性を背景とした

パワーハラスメント、性的な言動によるセクシュア

ルハラスメント、妊娠・出産・育児等に関するマタ

ニティハラスメントなどがあります。これらは職場

秩序を乱し、生産性の低下や人材流出、企業の社会

的評価の低下を招く重大な問題です。正社員のみな

らず、契約社員・パートタイム・派遣といった雇用

形態を問わず、すべての労働者が安心して働けるよ

う配慮が求められます。 

令和４年４月から、すべての企業に対してパワハ

ラ防止措置の義務化がなされています。パワハラと

は、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必

要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環

境を害するもの――この３つの要件をすべて満たす

ものを指します。 

 

◆職場におけるハラスメント対策シンポジウムの開

催 

厚生労働省では、12月 10日に「職場におけるハラ

スメント対策シンポジウム」をオンラインで開催し

ます。 

当日は、企業や業界団体によるカスタマーハラス

メント対策の事例紹介や、専門家による講演、パネ

ルディスカッションが予定されています。参加費は

無料で、事前申込み制となっています。詳細は、厚

生労働省が運営する特設サイト「あかるい職場応援

団」で確認できます。 

12月は、職場のハラスメント防止体制を見直す良

い機会です。相談窓口の設置状況や周知方法など、

社内の取組みを今一度ご確認ください。 

 
【厚生労働省「あかるい職場応援団」】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 

 

 

 
 

いわゆるスポットワークには企業による直前キャ

ンセルの問題がありましたが、それが司法の場で争

われることになりました。飲食店で働くはずだった

大学生が、店側のキャンセルに対して賃金を求めて

提訴したのです。 

 

◆経 緯 

川崎市の大学生の男性が提訴して請求した賃金額

は１万 4,000 円でした。男性は５月にスポットワー

ク最大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予

定でしたが、その前日にスマホでキャンセルの通知

を受け取りました。１年ほど前からスポットワーク

を開始し、毎回異なる飲食店で働いてきた男性にと

ってキャンセルは初めて。お金を貯めようとしてい

た男性は別の仕事を探したものの、自宅から通いや

すいなどの仕事は見つかりませんでした。それ以降

も別の仕事先で直前キャンセルが３件続いた男性

は、提訴に踏み切りました。 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」

です 

スポットワーク直前キャンセルをめぐる

訴訟と厚生労働省のリーフレット 
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◆双方の主張 

男性の原告側は、「マッチング時点で労働契約が成

立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主

張。タイミーが「労働契約は出勤時にＱＲコードを

読み込むことにより締結される」としていることに

ついて、原告側は意図的に休業手当を支払わずにで

き、労働基準法に違反するとして、賃金の支払いを

求めています。被告である飲食店の経営者は、マッ

チング時に労働契約が結ばれるという認識はなかっ

たとしています。 

 

◆厚生労働省のリーフレット 

スポットワークをめぐっては、７月に厚生労働省

が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した

求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方

の合意があったものとして労働契約が成立する」と

の留意点を示したリーフレットを出しました。これ

を受けて、主要なアプリ事業者は９月に規約を見直

しました。 

 

今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が

出るともいわれている裁判の行方が注目されます。 

 
【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項

等」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延

承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配

偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎

控除申告書、 

所得金額調整控除に係る申告書の提出［給与の支

払者（所轄税務署）］ 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場

合は、翌日になります。 

 

 

12 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


